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〔
商
法
　
四
一
八
〕

地
震
と
そ
の
六
日
後
に
発
生
し
た
火
災
と
の
因
果
関
係
お
よ
び

市
民
生
活
協
同
組
合
の
共
済
引
受
の
商
行
為
性

判例研究

〔
判
示
事
項
〕

　
地
震
の
六
日
後
に
発
生
し
た
火
災
は
地
震
を
直
接
又
は
間
接
の
原

因
と
し
て
生
じ
た
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
火
災
共
済
事

業
を
行
う
市
民
生
活
協
同
組
合
の
商
人
性
は
否
定
さ
れ
る
。

〔
参
照
条
文
〕

　
民
法
四
〇
四
条
、
商
法
五
〇
二
条
、
五
一
四
条
、
六
六
五
条
。

〔
事
　
実
〕

　
原
告
X
～
X
は
神
戸
市
長
田
区
に
所
在
し
て
い
た
住
宅
三
棟
の
所

有
者
三
名
お
よ
び
賃
借
人
一
名
の
計
四
名
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

別
々
に
、
神
戸
市
長
を
理
事
長
と
す
る
被
告
Y
市
民
生
活
協
同
組
合

が
行
っ
て
い
た
火
災
共
済
に
加
入
（
以
下
、
本
件
共
済
契
約
と
す

る
）
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
一
九
九
五
年
一
月
一
七
日
に
発
生
し
た

　
神
戸
地
裁
平
七
（
ワ
）
第
七
七
〇
号
、
、
平
七
（
ワ
）
第
一
九
三
七
号
、
、
平
八

（
艶
一
湛
堅
赫
翫
輪
櫻
轍
．
螺
住
）

　
半
時
一
六
メ
↓
号
一
三
八
頁
　
判
タ
一
〇
〇
三
号
二
六
三
頁

阪
神
淡
路
大
震
災
の
六
日
後
で
、
地
震
に
よ
る
混
乱
が
収
束
に
向
か

い
つ
つ
あ
り
、
送
電
も
開
始
さ
れ
、
火
災
が
頻
発
す
る
よ
う
な
状
況

で
は
な
く
な
っ
た
、
一
月
二
三
日
に
長
田
区
内
で
唯
一
発
生
し
た

（
北
隣
方
か
ら
の
延
焼
）
火
災
に
よ
り
被
災
し
た
原
告
X
～
X
は
本

件
共
済
契
約
に
基
づ
き
、
Y
市
民
生
活
協
同
組
合
に
対
し
て
、
共
済

金
二
〇
〇
万
円
な
い
し
一
八
O
O
万
円
の
支
払
を
求
め
た
。
と
こ
ろ

が
、
Y
市
民
生
活
協
同
組
合
が
共
済
金
の
支
払
を
拒
絶
し
た
た
め
X

　
　

～
X
が
そ
の
支
払
を
求
め
て
提
訴
し
た
。

　
本
件
に
お
け
る
原
告
の
主
張
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
約

款
論
に
お
け
る
開
示
・
説
明
義
務
、
情
報
提
供
義
務
に
つ
き
、
契
約

締
結
時
に
、
契
約
書
面
の
提
示
も
、
契
約
内
容
に
つ
い
て
の
説
明
も

な
か
っ
た
、
と
し
た
上
で
、
契
約
締
結
時
に
交
付
さ
れ
る
「
ご
契
約
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に
あ
た
っ
て
」
と
題
す
る
書
面
（
「
本
件
契
約
書
面
」
）
に
記
載
さ
れ

た
免
責
条
項
の
文
言
と
本
件
共
済
契
約
に
つ
い
て
の
火
災
共
済
規
約

の
免
責
条
項
の
文
言
と
が
、
後
者
で
は
「
原
因
が
直
接
で
あ
る
と
問

接
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
地
震
又
は
噴
火
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
」
と

な
っ
て
い
る
が
、
前
者
で
は
「
原
因
が
直
接
で
あ
る
と
問
接
で
あ
る

と
を
問
わ
ず
」
の
部
分
が
削
除
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
異
な

っ
て
い
る
の
で
、
本
件
契
約
書
面
は
、
共
済
契
約
の
内
容
と
な
る
べ

き
も
の
を
あ
ら
か
じ
め
正
確
に
提
示
す
る
こ
と
を
被
告
に
義
務
づ
け

て
い
る
本
件
共
済
規
約
三
条
に
違
反
し
て
お
り
、
無
効
で
あ
る
。
本

件
規
約
と
一
般
の
保
険
約
款
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
本
件
規
約
の
免

責
条
項
は
、
一
般
の
火
災
保
険
約
款
に
お
け
る
よ
う
な
改
定
（
新
潟

地
震
を
契
機
と
す
る
昭
和
五
〇
年
の
括
弧
書
部
分
の
追
加
）
が
な
さ

れ
て
い
な
い
の
で
、
約
款
作
成
者
不
利
の
原
則
か
ら
、
本
件
免
責
条

項
に
は
括
弧
書
部
分
は
含
ま
れ
な
い
。
ま
た
、
上
述
の
よ
う
に
、
本

件
共
済
契
約
書
面
の
免
責
条
項
に
は
、
「
原
因
が
直
接
で
あ
る
と
間

接
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
」
の
部
分
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
共

済
契
約
の
免
責
条
項
は
、
「
地
震
に
よ
っ
て
直
接
に
生
じ
た
火
元
の

火
災
に
よ
る
損
害
」
の
み
を
意
味
し
て
、
延
焼
は
含
ま
な
い
と
解
さ

ざ
る
を
え
な
い
。
本
件
火
災
と
地
震
と
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
、

本
件
火
災
が
発
生
し
た
当
日
に
長
田
区
内
で
発
生
し
た
火
災
は
本
件

火
災
の
一
件
の
み
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
こ
ろ
に
は
地
震
後
の
混
乱

状
態
は
既
に
お
さ
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
火
災
と
地
震

と
の
間
に
は
、
因
果
関
係
が
な
い
。
原
告
ら
の
う
ち
の
一
人
が
契
約

し
て
い
た
火
災
保
険
契
約
に
つ
い
て
は
、
既
に
保
険
金
が
支
払
わ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
県
民
共
済
も
、
本
件
火
災
に
よ
っ
て
そ
の
建
物
が

全
焼
し
た
近
隣
住
民
に
共
済
金
を
支
払
っ
て
い
る
。
最
後
に
、
市
民

生
活
協
同
組
合
の
共
済
引
受
の
商
行
為
性
に
つ
い
て
は
、
被
告
の
行

っ
て
い
る
火
災
共
済
事
業
は
、
実
質
的
に
は
火
災
保
険
と
同
一
で
あ

る
。
ま
た
、
そ
の
管
理
費
お
よ
び
事
業
費
も
、
損
害
保
険
会
社
に
お

け
る
通
常
の
事
業
費
率
と
比
べ
て
極
め
て
高
率
で
あ
っ
て
（
被
告
の

そ
れ
ら
が
共
済
掛
金
総
額
の
五
八
か
ら
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
損
害
保
険
会
社
に
お
け
る
通
常
の
事
業
費
率
は
三
五
な

い
し
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
）
、
被
告
の
火
災
共
済
事
業
は
、
組

合
員
の
協
力
互
助
の
た
め
の
も
の
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

被
告
の
火
災
共
済
事
業
に
は
商
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ
、
共
済
金
債

務
に
関
す
る
遅
延
損
害
金
に
つ
い
て
は
商
事
法
定
利
率
が
適
用
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
は
、
次
の
よ
う
に
主
張
し

た
。
本
件
各
目
的
物
（
各
建
物
）
は
、
本
件
地
震
に
よ
っ
て
滅
失
し

て
お
り
、
原
告
ら
の
損
害
は
本
件
火
災
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
火

災
共
済
事
業
で
は
、
予
測
不
可
能
な
損
害
又
は
い
っ
た
ん
発
生
す
れ

ば
膨
大
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
損
害
の
填
補
を
予
定
し
て
い
な
い
の

で
、
当
該
損
害
が
火
災
共
済
契
約
の
対
象
の
損
害
で
あ
る
こ
と
、
す
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な
わ
ち
、
そ
の
損
害
が
地
震
を
直
接
あ
る
い
は
間
接
の
原
因
と
し
て

生
じ
た
も
の
で
な
い
こ
と
の
主
張
・
立
証
責
任
は
原
告
に
あ
る
。
本

件
免
責
条
項
は
、
大
数
の
法
則
に
基
づ
く
合
理
的
条
項
で
あ
る
。
本

件
共
済
契
約
は
、
本
件
規
約
に
基
づ
い
て
締
結
さ
れ
て
い
る
の
で
、

本
件
規
約
お
よ
び
免
責
条
項
は
原
告
ら
に
対
し
て
拘
束
力
を
有
す
る
。

ま
た
、
本
件
契
約
書
面
に
は
、
共
済
金
の
支
払
の
で
き
な
い
場
合
と

し
て
「
地
震
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
本
件

免
責
条
項
に
い
う
「
火
災
」
に
は
延
焼
火
災
も
含
ま
れ
る
し
、
「
損

害
」
に
つ
い
て
も
、
地
震
に
よ
る
火
災
の
特
質
等
か
ら
す
れ
ば
、
地

震
動
に
よ
る
出
火
の
場
合
の
み
な
ら
ず
、
地
震
が
直
接
ま
た
は
間
接

に
影
響
を
与
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
も
し
く
は
拡
大
し
た
火
災
に

よ
り
生
じ
た
損
害
を
広
く
指
す
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
本
件
火
災
と

地
震
と
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
、
本
件
火
災
は
、
本
件
地
震
に
よ

る
建
物
の
損
壊
に
起
因
す
る
通
電
火
災
で
あ
り
、
ま
た
、
地
震
後
の

混
乱
に
よ
っ
て
焼
損
面
積
七
七
二
平
方
メ
ー
ト
ル
の
大
火
へ
と
拡

大
・
延
焼
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
火
災
と
本
件
地
震
と
の
問

に
は
因
果
関
係
が
あ
る
。
最
後
に
、
市
民
生
活
協
同
組
合
の
共
済
引

受
の
商
行
為
性
に
つ
い
て
は
、
市
民
生
活
協
同
組
合
は
、
組
合
員
の

生
活
の
文
化
的
経
済
的
改
善
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
営
利

を
目
的
と
し
な
い
の
で
、
商
法
上
の
商
人
で
は
な
く
、
そ
の
火
災
共

済
事
業
も
商
法
上
の
保
険
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
遅
延
損
害
金

に
つ
い
て
は
民
法
所
定
の
利
率
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

〔
判
　
旨
〕

　
請
求
一
部
認
容
（
原
告
四
名
の
計
三
〇
〇
〇
万
円
の
支
払
請
求
に

対
し
て
、
計
一
七
一
〇
万
円
の
支
払
を
命
じ
た
。
金
額
が
減
額
さ
れ

た
の
は
、
火
災
発
生
の
時
点
で
既
に
地
震
に
よ
る
一
部
損
傷
が
あ
っ

た
た
め
で
あ
る
）
。

「
右
認
定
事
実
に
よ
れ
ば
、
本
件
各
建
物
は
、
本
件
地
震
に
よ
り
一

部
損
傷
し
た
も
の
の
、
い
ず
れ
も
、
本
件
地
震
後
も
依
然
と
し
て
、

建
物
と
し
て
の
基
幹
部
分
を
保
持
し
て
お
り
、
未
だ
滅
失
し
た
と
い

う
こ
と
は
て
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
内
部
に
置

か
れ
て
い
た
家
財
に
つ
い
て
も
、
本
件
建
物
の
右
被
災
状
況
に
照
ら

す
と
、
あ
る
程
度
の
損
傷
を
受
け
た
こ
と
は
推
測
で
き
る
と
し
て
も
、

そ
の
価
値
の
大
部
分
は
、
本
件
地
震
後
も
残
存
し
て
い
た
も
の
と
推

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
、
本
件

建
物
及
び
そ
の
内
部
の
家
財
の
う
ち
本
件
地
震
に
よ
り
損
傷
を
受
け

な
か
っ
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
本
件
火
災
に
よ
り
、
そ
の
全
部
又
は

一
部
を
焼
失
し
、
あ
る
い
は
、
消
火
の
際
の
放
水
を
浴
び
た
た
め
に

そ
の
価
値
を
失
っ
た
も
の
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、

右
の
範
囲
で
本
件
各
目
的
物
に
生
じ
た
損
害
は
、
本
件
火
災
に
起
因

す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」

「
原
告
ら
は
、
『
被
告
の
定
款
お
よ
び
共
済
事
業
規
約
の
記
載
内
容
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を
了
承
し
て
共
済
契
約
の
申
込
み
を
す
る
』
旨
が
欄
外
に
記
載
さ
れ

た
申
込
書
に
住
所
・
氏
名
や
共
済
目
的
物
な
ど
の
所
定
の
事
項
を
記

載
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
被
告
に
対
し
本
件
各
共
済
契
約
を
申
し
込
み
、

被
告
が
こ
れ
を
承
諾
し
て
本
件
各
共
済
契
約
が
締
結
さ
れ
た
こ
と
が

認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
被
告
が
火
災
共
済
契
約
の
締
結
を
す
る
際
に

は
、
①
契
約
申
込
書
（
控
え
）
、
②
契
約
申
込
書
（
被
告
用
）
、
③
契

約
証
書
兼
領
収
書
、
④
課
税
所
得
控
除
火
災
共
済
掛
金
証
明
書
、
⑤

本
件
契
約
書
面
の
五
通
の
書
面
が
複
写
式
一
組
と
な
っ
た
書
式
を
用

い
て
お
り
、
申
込
者
が
被
告
担
当
者
に
対
し
共
済
掛
金
を
支
払
っ
た

場
合
に
は
被
告
担
当
者
が
そ
の
場
で
交
付
す
る
方
法
に
よ
り
、
ま
た
、

申
込
者
が
銀
行
預
金
口
座
等
か
ら
の
自
動
引
落
し
等
の
方
法
で
被
告

に
共
済
掛
金
を
支
払
っ
た
場
合
に
は
郵
送
の
方
法
で
、
い
ず
れ
の
場

合
も
、
右
③
な
い
し
⑤
の
書
類
を
契
約
者
に
交
付
す
る
方
法
が
と
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
原
告
ら
に
つ
い
て

も
こ
れ
と
同
様
の
扱
い
が
さ
れ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
れ
を
覆
す
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
。
そ
し
て
、
本
件
契
約
書
面
に

は
、
『
共
済
金
を
お
支
払
い
で
き
な
い
場
合
』
と
し
て
、
『
（
7
）
…

地
震
《
略
》
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
場
合
』
と
本
件
免
責
条
項
の

概
要
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
原
告
ら
は
、

本
件
免
責
条
項
を
含
む
本
件
規
約
に
よ
る
意
思
を
も
っ
て
契
約
し
た

も
の
と
推
定
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
原
告
ら
は
、
被
告
か
ら

本
件
規
約
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
た
こ
と
は
な
い
旨
主
張
し
、
こ
れ

に
沿
う
供
述
な
い
し
陳
述
を
し
、
ま
た
、
本
件
契
約
書
面
に
記
載
さ

れ
た
免
責
条
項
文
言
が
本
件
規
約
中
の
文
言
と
は
異
な
っ
て
い
る
旨

主
張
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
事
項
は
、
原
告
ら
が
本
件
免
責

条
項
を
含
む
本
件
規
約
に
よ
る
意
思
を
も
っ
て
契
約
し
た
と
の
前
記

推
定
を
覆
す
に
足
り
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
他
に
右
推
定
を
覆
す

に
足
り
る
証
拠
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
本
件
規
約
は
本
件
共
済
契

約
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
原
告

ら
は
、
本
件
規
約
中
の
本
件
免
責
条
項
の
効
力
を
受
け
る
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。
」

　
本
件
規
約
二
条
の
二
（
1
）
号
は
、
「
『
火
災
』
と
は
、
人
の
意
思

に
反
し
又
は
放
火
に
よ
り
発
生
し
、
人
の
意
思
に
反
し
て
拡
大
す
る

消
火
の
必
要
の
あ
る
燃
焼
現
象
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
消
火
す
る
た
め

に
、
消
火
施
設
又
は
こ
れ
と
同
程
度
の
効
果
の
あ
る
も
の
の
利
用
を

必
要
と
す
る
状
態
を
い
う
」
と
定
義
し
、
ま
た
、
「
本
件
規
約
は
、

『
火
災
』
と
『
延
焼
』
と
を
特
に
区
別
し
て
規
定
し
て
い
な
い
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、
本
件
規
約
中
に
お
け
る
『
火
災
』
は
、
火
元
火
災
に

限
ら
ず
延
焼
火
災
も
含
む
趣
旨
で
あ
る
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ

う
す
る
と
、
本
件
免
責
条
項
の
『
原
因
が
直
接
で
あ
る
と
間
接
で
あ

る
と
を
問
わ
ず
』
と
の
文
言
は
、
火
元
の
み
な
ら
ず
延
焼
火
災
に
も

か
か
わ
る
こ
と
に
な
り
、
延
焼
火
災
が
地
震
を
直
接
又
は
間
接
の
原
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因
と
し
て
い
る
場
合
に
は
、
本
件
免
責
条
項
の
適
用
を
受
け
る
こ
と

に
な
る
。
原
告
ら
の
右
主
張
は
、
火
災
保
険
契
約
に
お
け
る
地
震
免

責
条
項
の
規
定
の
仕
方
及
び
そ
の
経
緯
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
火
災
保
険
契
約
と
本
件
規
約
は
規
定
を
異
に
す
る
か
ら
、
右
改

定
経
緯
を
も
っ
て
原
告
ら
の
主
張
を
裏
付
け
る
根
拠
と
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
ま
た
、
本
件
契
約
書
面
に
『
原
因
が
直
接
で
あ
る
と
間

接
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
』
と
の
文
言
が
な
い
と
し
て
も
、
原
告
ら
が

本
件
規
約
に
よ
る
意
思
を
も
っ
て
本
件
共
済
契
約
を
し
た
も
の
と
認

め
ら
れ
る
こ
と
は
先
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
も
右
解

釈
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
」

「
免
責
約
款
を
有
す
る
損
害
保
険
契
約
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
、
特

段
の
定
め
が
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
法
理
論
上
、
被
保
険
者
が
保
険

事
故
に
よ
り
損
害
が
発
生
し
た
こ
と
に
つ
い
て
主
張
・
立
証
責
任
を

負
い
、
こ
れ
に
対
し
て
、
保
険
者
側
が
免
責
条
項
に
つ
い
て
主
張
・

立
証
責
任
を
負
う
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
右
の
理
は
、

損
害
保
険
と
同
様
に
損
害
に
対
す
る
共
済
金
の
支
払
を
事
業
内
容
と

し
、
ま
た
、
同
様
の
免
責
約
款
を
有
す
る
本
件
共
済
契
約
に
つ
い
て

も
妥
当
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
件
規
約
に
つ
い
て
、

こ
れ
と
異
な
る
特
段
の
定
め
が
な
さ
れ
て
い
る
か
を
み
る
に
、
本
件

規
約
は
、
二
条
で
、
『
こ
の
組
合
が
行
う
火
災
共
済
事
業
は
、
共
済

契
約
者
か
ら
共
済
掛
金
の
支
払
を
受
け
、
共
済
の
目
的
に
つ
き
、
一

定
期
問
内
に
生
じ
た
火
災
、
破
裂
又
は
爆
発
、
航
空
機
の
墜
落
（
航

空
機
か
ら
の
落
下
物
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
落
雷
（
以
下
、

火
災
等
と
い
う
。
）
に
よ
る
損
害
（
消
防
又
は
避
難
に
伴
う
損
害
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
共
済
事
故
と
し
、
当
該
共
済
事
故
の
発
生

に
よ
り
共
済
金
を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
事
業
と
す
る
。
』
と
火
災

共
済
事
業
を
定
義
し
、
こ
れ
を
受
け
て
、
一
九
条
一
項
は
、
『
こ
の

組
合
は
、
こ
の
規
約
に
従
い
、
火
災
等
の
事
故
に
よ
っ
て
共
済
の
目

的
に
つ
い
て
生
じ
た
損
害
に
対
し
て
、
損
害
共
済
金
を
支
払
う
。
』

と
し
、
二
〇
条
一
項
で
、
『
こ
の
組
合
は
、
共
済
の
目
的
に
つ
き
火

災
等
に
よ
っ
て
損
害
が
生
じ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
損
害
が
次

に
掲
げ
る
損
害
に
該
当
す
る
と
き
に
は
、
第
一
九
条
の
共
済
金
を
支

払
わ
な
い
。
』
と
し
、
そ
の
（
5
）
号
で
『
原
因
が
直
接
で
あ
る
と

間
接
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
地
震
又
は
噴
火
に
よ
っ
て
生
じ
た
火
災

等
に
よ
る
損
害
』
と
定
め
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
う
す
る

と
、
本
件
規
約
に
お
い
て
も
、
右
特
段
の
定
め
は
さ
れ
て
い
な
い
の

で
あ
る
か
ら
、
火
災
共
済
契
約
者
が
被
告
に
対
し
て
共
済
金
を
請
求

す
る
た
め
に
は
、
共
済
の
目
的
に
生
じ
た
損
害
が
『
火
災
』
に
よ
っ

て
生
じ
た
こ
と
を
主
張
・
立
証
す
れ
ば
足
り
、
『
原
因
が
直
接
で
あ

る
と
間
接
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
地
震
又
は
噴
火
に
よ
っ
て
生
じ
た

火
災
等
に
よ
る
損
害
』
で
あ
る
こ
と
は
、
免
責
事
由
で
あ
る
か
ら
、

被
告
が
こ
れ
を
主
張
・
立
証
す
べ
き
で
あ
る
。
被
告
は
、
被
告
の
火

101



法学研究74巻12号（2001：12）

災
共
済
事
業
は
、
組
合
員
の
平
時
の
相
互
生
活
共
済
を
図
る
事
業
で

あ
り
、
予
測
不
可
能
な
損
害
又
は
い
っ
た
ん
発
生
す
れ
ば
膨
大
に
な

る
可
能
性
が
あ
る
損
害
を
共
済
金
に
よ
り
補
填
す
る
こ
と
を
予
定
し

て
い
な
い
か
ら
、
原
告
ら
に
お
い
て
、
本
件
火
災
に
よ
る
損
害
が
本

件
火
災
共
済
の
対
象
で
あ
る
火
災
で
あ
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
地

震
に
直
接
又
は
間
接
に
起
因
す
る
火
災
で
な
い
こ
と
を
主
張
・
立
証

す
べ
き
旨
主
張
す
る
が
、
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

「
右
認
定
事
実
に
照
ら
し
て
検
討
す
る
に
、
本
件
免
責
条
項
に
い
う

『
原
因
が
直
接
で
あ
る
と
間
接
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
地
震
《
略
》

に
よ
っ
て
生
じ
た
火
災
』
と
い
う
の
は
、
社
会
通
念
上
、
火
災
の
発

生
・
拡
大
が
地
震
と
相
当
因
果
関
係
に
あ
る
場
合
を
意
味
す
る
と
解

さ
れ
る
が
、
右
判
断
に
は
、
当
時
の
火
災
発
生
状
況
や
消
防
活
動
に

関
係
の
あ
る
社
会
状
況
等
、
火
災
の
発
生
・
拡
大
に
影
響
を
及
ぽ
す

諸
般
の
事
情
を
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
（
一
）
右
認
定
事
実
に
よ

れ
ば
、
本
件
火
災
の
発
生
が
本
件
地
震
を
直
接
の
原
因
と
す
る
も
の

で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
（
二
）
前
記
の
と
お
り
、
本
件

地
震
は
大
規
模
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
社
会

的
混
乱
は
顕
著
な
も
の
が
あ
っ
た
が
、
本
件
火
災
は
、
本
件
地
震
発

生
か
ら
六
日
後
の
一
月
二
一
二
日
に
発
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
初
の

混
乱
は
収
束
に
向
か
い
つ
つ
あ
り
、
送
電
も
再
開
さ
れ
、
火
災
が
頻

発
す
る
よ
う
な
状
況
に
は
な
く
、
長
田
区
内
に
お
い
て
も
当
日
発
生

し
た
火
災
は
本
件
火
災
の
み
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
本
件
火

災
の
発
生
が
当
然
に
本
件
地
震
と
相
当
因
果
関
係
に
あ
る
も
の
と
推

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
三
）
被
告
は
、
本
件
地
震
に
よ
っ
て

訴
外
A
方
〔
筆
者
注
”
原
告
の
北
隣
の
家
〕
が
半
壊
状
態
に
な
り
、

そ
れ
に
伴
っ
て
屋
内
配
線
の
一
部
に
何
ら
か
の
異
常
が
生
じ
て
、
送

電
の
再
開
と
と
も
に
発
熱
し
、
そ
の
熱
に
よ
り
訴
外
A
方
の
一
階
南

東
部
ト
イ
レ
横
に
置
か
れ
て
い
た
灯
油
の
付
い
た
ボ
ロ
布
類
が
着
火

し
た
旨
主
張
す
る
。
し
か
し
、
前
述
認
定
の
と
お
り
、
同
人
方
の
配

電
設
備
は
、
出
火
場
所
と
考
え
ら
れ
る
一
階
南
東
部
ト
イ
レ
横
付
近

で
は
な
く
、
西
側
壁
に
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
送
電

の
再
開
が
出
火
原
因
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
（
四
）

右
認
定
し
た
事
実
に
よ
れ
ば
、
本
件
火
災
の
出
火
場
所
は
、
訴
外
A

方
の
南
東
角
付
近
で
あ
る
こ
と
が
推
認
さ
れ
る
も
の
の
、
出
火
場
所

が
訴
外
A
方
屋
内
で
あ
る
か
屋
外
で
あ
る
か
を
判
別
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
し
、
同
所
付
近
に
は
、
訴
外
A
方
屋
内
外
と
も
に
、
格
別
出

火
原
因
と
な
る
よ
う
な
火
元
も
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
結
局
、

出
火
原
因
を
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
」「

以
上
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
結
局
、
本
件
全
証
拠
に
よ
っ
て
も
、

本
件
地
震
及
び
こ
れ
に
起
因
す
る
断
水
等
の
間
接
的
な
事
情
が
影
響

し
た
こ
と
に
よ
り
、
本
件
火
災
が
発
生
し
、
あ
る
い
は
こ
れ
が
延
焼
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拡
大
し
た
も
の
と
ま
で
は
認
め
る
に
足
り
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
免
責
条
項
の
適
用
に
よ
る
免
責
を
主
張
す
る
被

告
の
抗
弁
は
理
由
が
な
い
こ
と
に
帰
す
る
。
」

「
共
済
契
約
そ
の
も
の
は
、
絶
対
的
商
行
為
に
あ
た
る
も
の
で
は
な

い
。
ま
た
、
被
告
は
、
生
協
法
に
よ
り
組
合
員
及
び
会
員
に
最
大
の

奉
仕
を
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
営
利
を
目
的
と
し
て
事
業
を
行
っ

て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
事
業
の
種
類
も
限
定

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
（
同
法
九
条
、
一
〇
条
）
、
仮
に
、
被

告
の
行
う
火
災
共
済
種
類
事
業
が
商
法
上
の
『
保
険
』
に
あ
た
る
と

し
て
も
、
被
告
は
商
法
四
条
一
項
に
い
う
商
行
為
を
為
す
を
『
業
ト

ス
ル
者
』
に
は
該
当
せ
ず
、
被
告
を
商
人
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
し
て
、
原
告
ら
が
商
人
で
あ
る
こ
と
の
主
張
・
立
証
も
な
い
か
ら
、

本
件
共
済
契
約
を
も
っ
て
営
業
的
商
行
為
、
あ
る
い
は
附
属
的
商
行

為
と
み
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
原
告
は
、
被
告
の
火
災
共
済
事
業
が

全
国
規
模
で
再
共
済
さ
れ
、
そ
の
事
業
費
が
多
額
に
上
っ
て
い
る
と

主
張
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
事
業
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の

こ
と
が
、
被
告
の
商
人
性
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
原
告
ら
の
主

張
は
理
由
が
な
く
、
本
件
共
済
金
請
求
の
附
帯
請
求
で
あ
る
遅
延
損

害
金
請
求
は
、
当
事
者
間
に
特
段
の
合
意
が
な
い
以
上
、
民
法
所
定

の
年
五
分
の
割
合
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
。
」

〔
研
　
究
〕

　
結
論
に
賛
成
す
る
。

一
　
ま
ず
、
約
款
論
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務
と
の
関
係
で
、
本
件

共
済
契
約
の
締
結
過
程
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
従
来
の

約
款
論
で
は
、
開
示
・
説
明
義
務
に
つ
い
て
は
積
極
的
な
理
論
的
解

明
が
な
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
が
（
拙
稿
「
約
款
に
関
す
る
錯

誤
お
よ
び
不
意
打
ち
条
項
」
法
学
政
治
学
論
究
五
〇
号
（
二
〇
〇
一

年
秋
刊
行
予
定
）
参
照
）
、
近
時
、
情
報
提
供
義
務
に
関
す
る
本
格

的
論
文
が
登
場
し
（
山
田
誠
一
「
金
融
機
関
取
引
に
お
け
る
説
明
義

務
」
ジ
ュ
リ
ニ
五
四
号
（
一
九
九
九
年
）
二
一
頁
以
下
、
馬
場
圭

太
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務
理
論
の
生
成
と
展
開

（
1
）
（
2
）
」
早
法
七
三
巻
二
号
（
一
九
九
七
年
）
五
五
頁
以
下
、

七
四
巻
一
号
（
一
九
九
八
年
）
四
三
頁
以
下
、
同
「
説
明
義
務
の
履

行
と
証
明
責
任
ー
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
判
例
の
分
析
を
中
心
に
」
早

法
七
四
巻
四
号
（
一
九
九
九
年
）
五
五
一
頁
以
下
、
藤
田
寿
夫
「
説

明
義
務
違
反
と
不
当
威
圧
」
岡
法
四
八
巻
二
号
（
一
九
九
八
年
）
一

七
七
頁
以
下
な
ど
参
照
）
、
ま
た
、
根
本
的
解
決
を
試
み
る
判
例
も

出
て
い
る
（
函
館
地
判
平
成
二
一
年
三
月
三
〇
日
判
時
一
七
二
〇
号

三
三
頁
、
判
例
研
究
と
し
て
、
河
上
正
二
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
一
二
〇

二
号
（
平
成
二
一
年
度
重
要
判
例
解
説
）
（
二
〇
〇
一
年
）
九
七
頁
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以
下
）
。

　
本
件
共
済
契
約
締
結
過
程
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
内
容
に
相
違
点

の
あ
る
「
ご
契
約
に
あ
た
っ
て
」
と
題
す
る
本
件
契
約
書
面
と
本
件

（
火
災
）
共
済
規
約
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
。
ま
ず
、

「
ご
契
約
に
あ
た
っ
て
」
と
題
す
る
本
件
契
約
書
面
に
つ
い
て
は
、

共
済
者
が
各
共
済
契
約
者
と
共
済
契
約
締
結
段
階
（
す
な
わ
ち
、
契

約
締
結
前
な
い
し
は
締
結
時
）
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
こ
と
を
記
す

こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
方
、
火
災
共
済
規
約
は
、
保

険
に
お
い
て
は
保
険
約
款
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
共
済
の
第
一

次
的
目
的
が
団
体
形
成
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
て
も
、
そ
の
各
条
項
の

違
反
の
効
果
が
契
約
の
効
力
・
拘
束
力
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な

く
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
が
生
ず
る
の
み
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
本
件
規
約
三
条
は
、
い
わ
ば
、
契
約
の
効
力
に
影
響
を

及
ぽ
さ
な
い
保
険
業
法
的
規
定
（
公
法
的
規
定
）
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。二

　
当
事
者
が
昭
和
五
〇
年
の
一
般
の
火
災
保
険
契
約
の
改
定
に
つ

き
主
張
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
点
に
つ
き
検
討
を
加
え
て
い
く
。
こ

の
改
正
は
、
昭
和
三
九
年
に
発
生
し
た
新
潟
地
震
を
契
機
と
し
て
な

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
地
震
免
責
条
項
の
規
定
の
仕
方
及
び
そ
の

経
緯
を
根
拠
と
す
る
原
告
の
主
張
に
対
し
て
、
判
旨
は
火
災
保
険
約

款
と
本
件
規
約
と
の
差
異
を
理
由
と
す
る
改
正
経
緯
に
基
づ
く
原
告

ら
の
主
張
を
斥
け
て
い
る
が
、
裁
判
所
の
判
断
は
正
当
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
火
災
保
険
と
火
災
共
済
と
で
は
保
険
料
率
（
共
済
料
率
）

が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
判
旨
は
、
本
件
規
約
の
拘
束
力
根

拠
に
つ
き
、
当
事
者
の
知
・
不
知
、
意
思
の
い
か
ん
を
問
題
と
し
て

い
る
が
、
共
済
契
約
の
よ
う
な
本
質
的
附
合
契
約
性
を
有
す
る
契
約

に
つ
い
て
は
、
約
款
（
本
件
に
お
い
て
は
規
約
）
の
採
用
は
必
須
の

こ
と
が
ら
で
あ
り
、
当
事
者
の
意
思
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
拘
束

力
を
有
す
る
の
で
、
共
済
規
約
の
包
括
的
拘
束
力
の
根
拠
と
し
て
は
、

「
白
地
商
慣
習
法
説
」
に
よ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
こ
の
点
に
関
す
る

詳
細
は
、
拙
稿
「
普
通
取
引
約
款
に
関
す
る
類
型
的
考
察
」
慶
院
三

九
号
（
一
九
九
九
年
）
二
一
七
頁
以
下
、
同
「
判
例
研
究
」
法
研
七

二
巻
九
号
（
一
九
九
九
年
）
八
九
頁
以
下
、
同
・
前
掲
「
約
款
に
関

す
る
錯
誤
お
よ
び
不
意
打
ち
条
項
」
法
学
政
治
学
論
究
五
〇
号
参
照
、

「
白
地
商
慣
習
説
」
と
「
白
地
商
慣
習
法
説
」
の
相
違
に
つ
い
て
も

前
掲
の
各
拙
稿
で
詳
し
く
論
じ
て
あ
る
）
。
ま
た
、
先
に
検
討
し
た

よ
う
に
、
本
件
共
済
契
約
の
目
的
（
内
容
）
は
本
件
規
約
に
よ
り
確

定
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
ご
契
約
に
あ
た
っ
て
」
と
題
す
る
本
件
契

約
書
面
は
、
本
件
共
済
契
約
に
お
い
て
、
本
件
規
約
に
対
し
て
劣
後

的
効
力
し
か
有
し
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

三
　
地
震
と
火
災
と
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
出
さ

れ
た
同
種
の
判
決
と
比
較
し
な
が
ら
検
討
を
加
え
て
い
く
（
な
お
、
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火
災
概
念
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
辰
紀
『
火
災
保
険
研
究
（
増
補
版
）
』

（
成
文
堂
、
一
九
七
八
年
）
五
七
頁
以
下
、
金
子
暁
実
『
火
災
保
険

普
通
約
款
論
』
（
成
文
堂
、
一
九
九
八
年
）
一
頁
以
下
、
地
震
に
つ

い
て
は
、
金
子
暁
実
・
前
掲
書
二
〇
九
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、
保
険

法
の
領
域
に
お
け
る
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
、
野
津
務
「
保
険
法
上

の
因
果
関
係
」
損
保
三
三
巻
四
号
（
一
九
七
一
年
）
一
頁
以
下
参

照
）
。
ま
ず
、
本
件
火
災
が
単
に
地
震
の
六
日
後
に
発
生
し
た
と
い

う
事
実
の
み
で
因
果
関
係
を
否
定
す
る
こ
と
に
問
題
が
残
る
こ
と
は

多
言
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
因
果
関
係
に
つ
い
て
立
ち
入
っ
た
判

断
を
示
し
た
神
戸
地
尼
崎
支
判
平
成
一
〇
年
八
月
一
〇
日
金
融
・
商

事
判
例
一
〇
四
八
号
一
〇
頁
は
以
下
の
よ
う
な
事
案
に
関
す
る
も
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
火
災
の
原
因
に
つ
い
て
、
地
震
の
揺
れ
で
三

階
に
あ
っ
た
電
気
ス
ト
ー
ブ
が
転
倒
し
、
そ
の
際
、
何
か
が
電
気
ス

ト
ー
ブ
に
当
た
っ
て
ス
イ
ッ
チ
が
オ
ン
に
な
り
、
そ
の
後
の
通
電
再

開
に
よ
っ
て
出
火
し
た
と
し
て
、
地
震
と
火
災
と
の
間
に
「
条
件
的

な
因
果
関
係
」
が
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
地
震
免
責
約
款
の
適
用

は
否
定
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
判
決
で
は
、

地
震
と
火
災
と
の
間
に
因
果
関
係
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
、

判
旨
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
「
単
な
る
条
件
的
な
因
果
関
係
」
に
過

ぎ
ず
、
地
震
免
責
約
款
の
い
う
「
地
震
に
よ
っ
て
発
生
し
た
火
災
」

と
い
う
要
件
を
満
た
す
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
要
件
は
、
「
単
な
る

条
件
的
な
因
果
関
係
」
で
は
足
り
ず
、
「
相
当
因
果
関
係
」
が
必
要

で
あ
り
、
「
社
会
通
念
上
相
当
と
認
め
ら
れ
る
限
度
」
に
お
い
て
因

果
関
係
を
肯
定
す
べ
き
な
の
で
あ
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
火
災
は
「
家
人
の
過
失
に
よ
る
失
火
」
と
見
る
の
が
相
当
で
あ

る
と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
前
掲
判
決
と
同
日
に
同
じ
裁
判
官
に

よ
っ
て
出
さ
れ
た
神
戸
地
尼
崎
支
判
平
成
一
〇
年
八
月
一
〇
日
金

融
・
商
事
判
例
一
〇
四
八
号
一
三
頁
は
、
火
元
の
火
事
の
原
因
が
不

審
火
で
あ
る
余
地
も
あ
り
、
そ
れ
故
、
地
震
と
出
火
と
の
間
に
は
相

当
因
果
関
係
は
な
い
と
し
て
地
震
免
責
約
款
の
適
用
が
否
定
さ
れ
た

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
前
掲
判
決
で
は
、
通
電
火
災
で
あ
る
こ
と
を

認
め
つ
つ
、
電
気
ス
ト
ー
ブ
の
点
検
を
怠
っ
た
こ
と
に
過
失
が
あ
り
、

そ
れ
故
に
、
家
人
の
「
単
な
る
過
失
に
よ
る
失
火
」
で
あ
る
と
し
て

相
当
因
果
関
係
が
否
定
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
判
決
は
、
不
審

火
の
可
能
性
が
あ
り
、
そ
も
そ
も
通
電
火
災
と
は
言
い
切
れ
な
い
と

し
て
、
い
わ
ば
入
口
の
段
階
で
相
当
因
果
関
係
が
否
定
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
（
安
井
宏
「
地
震
約
款
の
拘
束
力
に
つ
い
て
の
一
試
論
」

関
学
四
九
巻
四
号
（
一
九
九
八
年
）
三
一
頁
参
照
）
。
ま
た
、
事
実

認
定
や
因
果
関
係
に
つ
い
て
原
告
が
立
ち
入
っ
た
主
張
を
し
た
神
戸

地
判
平
成
一
〇
年
六
月
二
六
日
判
タ
九
九
二
号
二
一
七
頁
に
よ
る
と
、

火
災
を
通
電
火
災
と
す
る
被
告
保
険
会
社
の
主
張
に
は
理
由
が
な
く
、

火
災
の
出
火
原
因
は
不
明
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
本
件
火
災
の
よ
う
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に
地
震
発
生
二
～
三
時
間
後
に
発
生
し
た
火
災
で
は
様
々
な
発
生
原

因
を
想
定
し
う
る
の
で
、
被
告
保
険
会
社
主
張
の
よ
う
に
、
火
災
は

地
震
に
よ
る
損
害
で
あ
る
と
い
う
強
い
事
実
上
の
推
定
を
受
け
る
と

解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
検
討
に
照

ら
し
て
本
件
判
決
を
考
察
し
て
み
る
と
、
北
隣
方
が
半
壊
状
態
と
な

り
そ
れ
に
伴
い
屋
内
配
線
の
一
部
に
何
ら
か
の
異
常
が
生
じ
て
、
送

電
の
再
開
と
と
も
に
発
熱
し
そ
の
熱
に
よ
り
布
類
が
着
火
し
た
と
被

告
は
主
張
す
る
が
、
同
人
方
の
配
電
設
備
の
設
置
場
所
を
考
慮
す
る

と
、
送
電
の
再
開
が
出
火
原
因
で
は
な
い
と
す
る
判
旨
の
立
場
は
正

当
で
あ
る
。
ま
た
、
出
火
場
所
が
北
隣
方
の
屋
内
か
屋
外
か
の
い
ず

れ
で
あ
る
か
も
判
別
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
屋
内
外
と
も
に

格
別
出
火
原
因
と
な
る
よ
う
な
火
元
も
認
め
ら
れ
ず
、
結
局
、
出
火

原
因
を
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
と
し
、
断
水
等
の
間
接
的
な
事
情
が

影
響
し
た
こ
と
に
よ
り
、
本
件
火
災
が
発
生
し
、
あ
る
い
は
こ
れ
が

延
焼
拡
大
し
た
も
の
と
認
め
る
に
は
足
り
な
い
と
す
る
判
旨
の
立
場

は
妥
当
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
判
旨
は
、
延
焼
火
災
は
、
火

元
火
災
と
と
も
に
「
火
災
」
概
念
に
包
摂
さ
れ
る
と
す
る
が
、
以
上

の
検
討
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
正
当
で
あ
る
。

四
　
市
民
生
活
協
同
組
合
の
共
済
引
受
の
商
行
為
性
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
て
い
く
。
ま
ず
、
共
済
契
約
に
保
険
契
約
法
が
類
推
適
用
さ

れ
る
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
が
（
竹
内
昭
夫
「
保
険
と
共

済
」
『
八
十
年
代
商
事
法
の
諸
相
（
鴻
先
生
還
暦
記
念
）
』
（
有
斐
閣
、

一
九
八
五
年
）
四
八
八
頁
、
八
島
宏
平
「
判
例
研
究
」
法
研
六
九
巻

三
号
（
一
九
九
六
年
）
一
六
一
頁
）
、
原
告
は
、
高
率
の
事
業
費
概

念
を
持
ち
出
し
て
、
被
告
の
商
行
為
性
を
肯
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
市
生
活
協
同
組
合
は
営
利
を
目
的
と
し
て
事
業
を
行
っ
て

は
な
ら
な
い
と
さ
れ
（
市
民
消
費
生
活
協
同
組
合
法
九
条
）
、
行
う

事
が
で
き
る
事
業
も
制
限
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
商
行
為
を

為
す
を
「
業
ト
ス
ル
者
」
に
は
該
当
せ
ず
、
商
人
で
は
な
い
と
す
る

裁
判
所
の
判
断
は
正
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
協
同
組
合
の
商
行
為

性
・
商
人
性
を
肯
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
取
引
に
関
す
る
こ
と

が
ら
に
つ
い
て
の
商
法
適
用
に
限
ら
れ
、
組
織
規
定
は
協
同
組
合
法

に
商
法
準
用
規
定
が
な
い
限
り
商
法
を
適
用
す
べ
き
で
な
い
と
の
見

解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
（
岩
崎
稜
「
商
法
の
適
用
範
囲
と
商
人
概

念
」
『
戦
後
日
本
商
法
学
史
所
感
』
（
新
青
出
版
、
一
九
九
六
年
、
初

出
は
一
九
八
八
年
）
一
一
〇
頁
）
。
し
か
し
、
商
行
為
主
義
を
採
用

す
る
わ
が
商
法
を
適
用
す
る
に
際
し
て
、
商
行
為
を
為
す
を
「
業
ト

ス
ル
者
」
に
該
当
し
な
い
協
同
組
合
に
、
み
だ
り
に
商
法
を
適
用
す

る
こ
と
は
つ
つ
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
件
に
当
て

は
め
て
考
察
す
れ
ば
、
法
定
利
率
は
取
引
次
元
の
問
題
で
あ
り
、
上

述
の
よ
う
な
類
型
的
商
法
適
用
説
に
立
つ
と
、
年
六
分
の
遅
延
損
害

金
（
商
法
五
一
四
条
）
が
被
告
か
ら
原
告
へ
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
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る
が
、
筆
者
は
先
に
述
べ
た
理
由
か
ら
こ
の
見
解
に
は
賛
成
す
る
こ

と
が
で
き
ず
、
民
法
四
〇
四
条
所
定
の
利
率
に
よ
る
と
す
る
本
判
決

の
立
場
に
賛
成
す
る
。
さ
ら
に
、
都
市
型
共
済
と
農
村
型
共
済
と
に

類
型
化
す
る
と
い
っ
た
考
え
方
（
な
お
、
産
業
組
合
法
下
に
お
け
る

信
用
協
同
組
合
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
岩
崎
稜
「
判
例
研
究
－
信
用

金
庫
の
商
人
性
」
前
掲
書
ニ
ニ
頁
参
照
（
初
出
は
一
九
八
九
年
）
）

も
提
唱
さ
れ
よ
う
が
、
類
型
化
の
基
準
が
や
や
不
明
確
で
あ
り
、
利

益
衡
量
論
の
差
で
法
理
論
上
の
類
型
化
を
す
る
こ
と
に
は
ど
う
し
て

も
賛
成
で
き
な
い
。
ま
た
、
本
件
類
似
の
判
例
と
し
て
は
、
信
用
協

同
組
合
の
商
人
性
を
否
定
し
た
最
判
昭
和
四
八
年
一
〇
月
五
日
判
時

七
二
六
号
九
二
頁
が
あ
る
。
そ
し
て
、
信
用
金
庫
の
商
人
性
に
つ
い

て
は
、
前
述
の
信
用
協
同
組
合
に
関
す
る
昭
和
四
八
年
の
最
判
を
引

用
し
た
最
判
昭
和
六
三
年
一
〇
月
一
八
日
民
集
四
二
巻
八
号
五
七
五

頁
判
時
一
二
九
六
号
二
二
九
頁
が
あ
り
、
信
用
金
庫
の
組
織
の
協
同

性
を
理
由
と
し
て
商
法
上
の
商
人
に
は
あ
た
ら
な
い
も
の
と
判
示
し

て
い
る
が
、
銀
行
取
引
約
款
と
同
一
内
容
の
信
用
金
庫
取
引
約
款
書

を
使
用
す
る
と
い
っ
た
信
用
金
庫
の
業
務
の
実
態
を
み
る
と
（
岩
崎

稜
・
前
掲
判
例
研
究
二
一
二
頁
）
昭
和
六
三
年
の
最
判
の
よ
う
に
、

組
織
の
性
格
論
に
関
す
る
議
論
だ
け
で
よ
い
の
か
疑
問
の
余
地
が
あ

る
（
倉
澤
康
一
郎
「
商
事
判
例
の
動
き
」
ジ
ュ
リ
九
三
五
号
（
昭
和

六
三
年
度
重
要
判
例
解
説
）
（
一
九
八
九
年
）
八
五
頁
）
。
さ
ら
に
、

銀
行
取
引
と
の
関
係
で
見
て
い
く
と
、
貸
金
業
者
あ
る
い
は
質
屋
営

業
者
の
商
人
性
に
つ
い
て
も
、
判
例
・
通
説
は
こ
れ
を
否
定
す
る
が
、

受
信
行
為
を
伴
わ
な
い
金
銭
貸
付
行
為
も
銀
行
取
引
に
含
ま
れ
、
貸

金
業
者
あ
る
い
は
質
屋
営
業
者
の
商
人
性
も
肯
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
（
な
お
、
詳
細
は
森
川
隆
「
商
法
五
〇
二
条
八
号
の
『
銀
行
取

引
』
と
金
銭
貸
付
行
為
」
法
学
政
治
学
論
究
三
八
号
（
一
九
九
八

年
）
ニ
ニ
七
頁
以
下
参
照
）
。
な
お
、
商
法
五
一
四
条
は
「
商
行
為
」

を
原
因
と
し
て
発
生
し
た
債
務
に
つ
い
て
は
法
定
利
率
は
年
六
分
と

す
る
と
し
て
い
る
が
、
市
民
生
活
協
同
組
合
の
共
済
引
受
は
、
そ
の

第
一
次
的
目
的
が
団
体
形
成
な
い
し
は
共
済
に
加
入
す
る
人
々
の
地

位
の
向
上
で
あ
る
こ
と
な
ら
び
に
共
済
引
受
の
閉
鎖
性
・
局
地
性
等

か
ら
保
険
引
受
（
商
法
五
〇
二
条
九
号
）
に
は
あ
た
ら
ず
、
商
行
為

性
が
否
定
さ
れ
る
の
で
、
遅
延
損
害
金
に
つ
い
て
は
民
法
四
〇
四
条

所
定
の
利
率
に
よ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

五
最
後
に
、
こ
れ
ま
で
に
検
討
し
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
て
、
私

見
を
要
約
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、
約
款
論
一
般
の
問
題
と

し
て
の
「
ご
契
約
に
あ
た
っ
て
」
と
題
す
る
本
件
契
約
書
面
と
本
件

共
済
規
約
の
関
係
で
あ
る
が
、
前
者
は
契
約
締
結
時
な
い
し
は
締
結

前
に
特
に
注
意
を
要
す
る
点
を
抜
粋
し
た
書
面
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、

そ
れ
に
対
し
て
、
後
者
は
団
体
形
成
を
そ
の
第
一
次
的
目
的
と
す
る

共
済
契
約
の
目
的
（
内
容
）
を
確
定
す
べ
き
書
類
で
あ
っ
て
、
保
険
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で
い
え
ば
約
款
に
該
当
し
、
ど
う
い
っ
た
場
合
に
共
済
金
が
支
払
わ

れ
る
か
は
、
後
者
の
共
済
規
約
上
の
定
め
に
よ
る
も
の
と
な
ろ
う
。

本
件
共
済
規
約
三
条
は
、
い
わ
ば
、
保
険
業
法
の
よ
う
な
取
締
規
定

に
止
ま
り
、
契
約
の
効
力
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
く
、
共
済
者

の
契
約
責
任
は
否
定
さ
れ
不
法
行
為
に
も
と
づ
く
損
害
賠
償
責
任
が

発
生
す
る
だ
け
で
あ
る
。
地
震
と
火
災
と
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
、

「
単
な
る
条
件
的
な
因
果
関
係
」
で
は
足
り
ず
、
「
相
当
因
果
関
係
」

が
必
要
と
な
る
。
出
火
原
因
を
特
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
、
断
水
等

の
間
接
的
な
事
情
が
影
響
し
て
本
件
（
火
元
）
火
災
が
発
生
し
、
あ

る
い
は
こ
れ
が
延
焼
拡
大
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
判
旨

の
立
場
は
正
当
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
、
市
民
生
活
協
同
組
合
の
共
済

引
受
の
商
行
為
性
に
つ
い
て
は
、
組
織
法
と
行
為
法
と
に
類
型
化
す

る
類
型
的
商
法
適
用
説
や
利
益
衡
量
に
よ
る
類
型
化
に
は
賛
成
す
る

こ
と
が
で
き
ず
、
商
行
為
を
為
す
を
「
業
ト
ス
ル
者
」
に
は
該
当
し

な
い
と
す
る
裁
判
所
の
判
断
は
正
当
で
あ
る
。
市
民
生
活
協
同
組
合

の
共
済
引
受
は
、
そ
の
第
一
次
的
目
的
が
団
体
形
成
な
い
し
は
共
済

に
加
入
す
る
人
々
の
地
位
の
向
上
で
あ
る
こ
と
な
ら
び
に
共
済
引
受

の
閉
鎖
性
・
局
地
性
等
か
ら
保
険
引
受
（
商
法
五
〇
二
条
九
号
）
に

は
該
当
せ
ず
、
商
行
為
性
が
否
定
さ
れ
る
の
で
、
遅
延
損
害
金
に
つ

い
て
は
民
法
四
〇
四
条
所
定
の
利
率
に
よ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
二
〇
〇
一
年
（
平
成
一
三
年
）
八
月
二
一
日
脱
稿

桑
原
　
茂
樹
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